
告 示 (第1746号－第1760号)

○土地改良区の役員の就任 (農村整備課) １

○土地改良区の清算人の退任 (農村整備課) ２

○土地改良事業計画の変更の認可 (農村整備課) ２

○廃棄物が地下にある土地の区域の指定 (廃棄物対策課) ２

○大規模小売店舗の新設の届出 (中小企業振興課) ２

○特定非営利活動法人設立の認証申請 (社会活動推進課) ３

○町の字の区域の変更 (市町村支援課) ４

○大規模小売店舗立地法第６条第１項の規定に基づく変更の届出

(中小企業振興課) ４

○大規模小売店舗立地法第６条第２項の規定に基づく変更の届出

(中小企業振興課) ４

○国土調査の成果の認証 (農山漁村振興課) ５

○国土調査の成果の認証 (農山漁村振興課) ５

○特定非営利活動法人の定款変更の認証申請 (社会活動推進課) ５

○特定非営利活動法人の定款変更の認証申請 (社会活動推進課) ６

○土地改良事業計画の変更の認可 (農村整備課) ６

○平成20年度一般会計補正予算及び特別会計補正予算 (財 政 課) ６

公 告

○一般競争入札の実施 (警察本部会計課) 17

○争議行為の通知 (労働政策課) 19

公安委員会

○福岡県放置違反金に係る納付命令､ 督促､ 滞納処分等に関する規則

の一部を改正する規則 (警察本部駐車対策課) 19

○意見公募手続を実施しなかった理由等の公示 (警察本部駐車対策課) 19

○意見公募手続を実施しなかった理由等の公示

(警察本部運転免許管理課) 20

○猟銃及び空気銃の所持に関する講習会 (経験者に対する講習会) の

開催 (警察本部生活環境課) 20

雑 報

○平成20年度福岡県農業大学校の研修生の募集 (農林水産政策課) 20

○有料道路に関する工事の一部完了 (高速道路対策室) 21

福岡県告示第1746号

前田土地改良区から役員の就任の届出があったので､ 土地改良法 (昭和24年法律第195

号) 第18条第17項の規定により次のように公告する｡

平成20年10月29日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 就任理事

２ 就任監事
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目 次

告 示

氏 名 住 所

松 本 功 行橋市大字前田1786番地

松 本 � 弘 〃 〃 1899番地２

清 水 政 幸 〃 大字上稗田452番地２

金 丸 享 司 〃 大字下稗田1110番地１

竹 下 智 昭 行橋市大字中川171番地

馬 場 政 弘 〃 大字下検地462番地１

氏 名 住 所
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福岡県告示第1747号

解散した清算法人北野北部土地改良区から清算人の退任の届出があったので､ 土地改

良法 (昭和24年法律第195号) 第68条第２項において準用する同法第18条第17項の規定

により次のように公告する｡

平成20年10月29日

福岡県知事 麻 生 渡

福岡県告示第1748号

土地改良法 (昭和24年法律第195号) 第48条第１項の規定に基づき､ 次のように土地

改良区の土地改良事業計画の変更を認可したので､ 同条第11項の規定により公告する｡

平成20年10月29日

福岡県知事 麻 生 渡

福岡県告示第1749号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和45年法律第137号｡ 以下 ｢法｣ という｡ )

第15条の17第１項の規定に基づき､ 次のように廃棄物が地下にある土地の区域を指定区

域として指定する｡

平成20年10月29日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 指定する区域

宮若市鶴田字池田1905番１､ 1905番３､ 1906番２､ 1906番５､ 1915番２､ 1916番２

､ 1917番１､ 1917番２､ 1918番２､ 1923番２､ 1924番１､ 1924番３､ 1924番４､ 1924

番６､ 1925番７､ 1925番27､ 1925番32､ 1927番２､ 1932番２､ 1933番２､ 1935番､

1936番１及び1938番１､ 字岩河内1960番４､ 1961番３及び1961番５､ 字水町2067番８

､ 2068番２､ 2068番３､ 2069番２､ 2071番１､ 2071番３､ 2098番､ 2099番２､ 2099番

３､ 2100番､ 2101番､ 2102番､ 2103番､ 2104番､ 2106番､ 2107番､ 2108番､ 2110番１

､ 2110番６､ 2110番９､ 2111番､ 2112番１､ 2112番２､ 2113番､ 2114番１､ 2114番２

､ 2115番､ 2116番２､ 2117番､ 2118番､ 2119番の一部､ 2120番の一部､ 2121番２の一

部､ 2121番６の一部､ 2138番１の一部､ 2139番１､ 2139番２及び2142番１並びに鞍手

郡小竹町大字新山崎字沼ノ上422番３並びに水路・里道である宮若市有地の一部

２ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 (昭和46年政令第300号) 第13条の２の

規定による埋立地の区分

法第15条の２の５第３項において読み替えて準用する法第９条第５項の確認を受け

て廃止された産業廃棄物の最終処分場に係る埋立地

福岡県告示第1750号
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城 戸 俊 二 行橋市大字上検地777番地

松 本 岸 雄 〃 大字下稗田1214番地４

氏 名 住 所

緒 方 學 久留米市北野町中2309番地２

澤 水 正 義 〃 〃 今山526番地１

佐 藤 正 行 〃 〃 赤司1973番地３

松 隈 保 雄 〃 〃 陣屋518番地１

青 木 義 行 〃 〃 中1831番地

田 中 重 幸 〃 〃 中3289番地

秋 山 一 次 〃 〃 今山753番地４

池 田 達 男 〃 〃 今山155番地１

浦 野 典 幸 〃 〃 十郎丸1407番地５

光 安 敏 美 〃 〃 赤司2082番地１

秋 山 正 行 〃 〃 稲数797番地１

中 原 卓 男 三井郡大刀洗町大字中川2248番地１

平 田 定 〃 〃 大字今803番地２

� 巻 � 久 小郡市平方26番地１

� � � � � � ��	
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大規模小売店舗立地法 (平成10年法律第91号) 第５条第１項の規定に基づき､ 大規模

小売店舗の新設の届出があったので､ 同条第３項の規定により次のとおり公告する｡

なお､ 当該届出及び添付書類は､ この公告の日から４月間､ 福岡県商工部中小企業振

興課及び久留米商工事務所において縦覧に供する｡

平成20年10月29日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 届出年月日

平成20年10月14日

２ 大規模小売店舗の名称及び所在地

� 名 称 スーパーセンタートライアル八女店

� 所在地 福岡県八女市蒲原829 外

３ 大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏

名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

� 大規模小売店舗を設置する者

� 当該大規模小売店舗において小売業を行う者

４ 大規模小売店舗を新設する日

平成21年６月15日

５ 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

6,188平方メートル

６ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

� 駐車場の位置及び収容台数

� 駐輪場の位置及び収容台数

� 荷さばき施設の位置及び面積

� 廃棄物等の保管施設の位置及び容量

７ 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

� 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

� 駐車場において来客の自動車が駐車することができる時間帯

24時間

� 駐車場の自動車の出入口の数及び位置

３ヶ所 福岡県八女市蒲原829 外

� 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

24時間

福岡県告示第1751号

特定非営利活動促進法 (平成10年法律第７号) 第10条第１項の規定に基づき､ 特定非

営利活動法人設立の認証申請があったので､ 同条第２項の規定により次のとおり公告す

る｡

平成20年10月29日
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氏 名 又 は 名 称 住 所

株式会社トライアルカンパニー 福岡県福岡市東区多の津一丁目12番２号

氏 名 又 は 名 称 住 所

株式会社トライアルカンパニー 福岡県福岡市東区多の津一丁目12番２号

その他未定

駐 車 場 の 位 置 収容台数 (台)

福岡県八女市蒲原829 外 364

駐 輪 場 の 位 置 収容台数 (台)

福岡県八女市蒲原829 外 109

荷さばき施設の位置 面積 (平方メートル)

福岡県八女市蒲原829 外 843.45

廃棄物等の保管施設の位置 容量 (立方メートル)

福岡県八女市蒲原829 外 67.575

小売業者の氏名 開店時刻 閉店時刻

株式会社トライアルカンパニー 24時間

�



福岡県知事 麻 生 渡

１ 申請のあった年月日

平成20年10月２日

２ 申請に係る特定非営利活動法人

� 名称

特定非営利活動法人 ｢日本とガーナ｣ 架け橋の会

� 代表者の氏名

渡辺 弘幸

� 主たる事務所の所在地

福岡県福岡市博多区博多駅東一丁目１番33号 はかた近代ビル２階

� 定款に記載された目的

この法人は､ ガーナ共和国に対して､ 環境の保全に関する事業を行うと共にガー

ナ共和国の文化や風土を一般の方に広く知ってもらう活動を行い､ 日本とガーナ共

和国がより密接な関係を築き､ もって国際親善に寄与することを目的とする｡

福岡県告示第1752号

地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第260条第１項の規定により､ 添田町長から添田

町の字の区域を次のように変更する旨の届出があった｡

上記処分は､ 県営中元寺地区土地改良 (区画整理) 事業に伴う換地処分の公告のあっ

た日の翌日から効力を生ずるものとする｡

平成20年10月29日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 次の区域を大字中元寺字小瀬子に編入する｡

福岡県告示第1753号

大規模小売店舗立地法 (平成10年法律第91号) 第６条第１項の規定に基づき､ 同法第

５条第１項の規定による届出があった大規模小売店舗について､ 変更の届出があったの

で､ 同法第６条第３項において準用する同法第５条第３項の規定により次のとおり公告

する｡

なお､ 当該届出及び添付書類は､ この公告の日から４月間､ 福岡県商工部中小企業振

興課及び久留米商工事務所において縦覧に供する｡

平成20年10月29日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 届出年月日

平成20年10月15日

２ 大規模小売店舗の名称及び所在地

� 名 称 ハローデイ国分店

� 所在地 福岡県久留米市国分町字立割980－１ 外

３ 大規模小売店舗の名称

４ 大規模小売店舗において小売業を行う者の名称及び住所並びに法人にあっては代表

者の氏名

福岡県告示第1754号

大規模小売店舗立地法 (平成10年法律第91号) 第６条第２項の規定に基づき､ 同法第

５条第１項の規定による届出があった大規模小売店舗について､ 変更の届出があったの

で､ 同法第６条第３項において準用する同法第５条第３項の規定により次のとおり公告

する｡

なお､ 当該届出及び添付書類は､ この公告の日から４月間､ 福岡県商工部中小企業振
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変 更 前 変 更 後

(仮称) ハローデイ国分店 ハローデイ国分店

変 更 前 変 更 後

代表取締役 加治 久典 代表取締役 加治 敬通

�



興課及び北九州商工事務所において縦覧に供する｡

平成20年10月29日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 届出年月日

平成20年10月17日

２ 大規模小売店舗の名称及び所在地

� 名 称 ゆめタウン行橋

� 所在地 福岡県行橋市西宮三丁目125番１ 外

３ 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

� 駐車場の自動車の出入口の数及び位置

福岡県告示第1755号

国土調査法 (昭和26年法律第180号) 第19条第２項の規定に基づき､ 次のように国土

調査の成果を認証したので､ 同条第４項の規定により公告する｡

平成20年10月29日

福岡県知事 麻 生 渡

福岡県告示第1756号

国土調査法 (昭和26年法律第180号) 第19条第２項の規定に基づき､ 次のように国土

調査の成果を認証したので､ 同条第４項の規定により公告する｡

平成20年10月29日

福岡県知事 麻 生 渡

福岡県告示第1757号

特定非営利活動促進法 (平成10年法律第７号) 第25条第４項の規定に基づき､ 特定非

営利活動法人の定款変更の認証申請があったので､ 同条第５項において準用する同法第

10条第２項の規定により次のとおり公告する｡

平成20年10月29日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 申請のあった年月日

平成20年10月１日

２ 申請に係る特定非営利活動法人

� 名称

特定非営利活動法人北九州後見支援センター

� 代表者の氏名

今田 荘一

� 主たる事務所の所在地

福岡県北九州市小倉北区黄金１丁目１番27号

� 定款に記載された目的
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変 更 前 変 更 後

出入口数
駐車場の自動車
の出入口の位置

出入口数
駐車場の自動車
の出入口の位置

８
福岡県行橋市西宮三丁目
125番１ 外

７
福岡県行橋市西宮三丁目
125番１ 外

調査を行った
者の名称

調査を行った
期間

成果の名称
調査を行った
地域

認証年月日

北九州市
平成18年度から
平成19年度まで

地籍図及び地
籍簿

若松区大池町､ 修多
羅一丁目､ 修多羅二
丁目､ 修多羅三丁目
､ 白山一丁目､ 白山
二丁目､ 古前一丁目
､ 古前二丁目､ 山手
町､ 和田町及び大字
藤木の各一部

平成20年10月９日

調査を行った
者の名称

調査を行った
期間

成果の名称
調査を行った
地域

認証年月日

宮若市
平成18年度から
平成19年度まで

地籍図及び地
籍簿

上有木の一部 平成20年10月９日

田川郡赤村
平成17年度から
平成18年度まで

地籍図及び地
籍簿

大字内田の一部 平成20年10月９日

�



この法人は､ これからの高齢化社会を支えるために､ 高齢者や認知症の方を支援

する事業を行い､ 高齢者等の権利擁護､ 財産管理､ 身上監護のための成年後見制度

の普及によって､ 悩みや不安などを受け止め､ 安心して日常生活を送ることができ

る様に支援していきます｡ 又､ そのために必要な､ 各自治体や関係各所との連携を

取りながら､ 組織として地域社会に貢献することを目的とします｡

福岡県告示第1758号

特定非営利活動促進法 (平成10年法律第７号) 第25条第４項の規定に基づき､ 特定非

営利活動法人の定款変更の認証申請があったので､ 同条第５項において準用する同法第

10条第２項の規定により次のとおり公告する｡

平成20年10月29日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 申請のあった年月日

平成20年10月10日

２ 申請に係る特定非営利活動法人

� 名称

特定非営利活動法人法律問題援護会

� 代表者の氏名

勝田 房由紀

� 主たる事務所の所在地

北九州市戸畑区千防３丁目５番11号

� 定款に記載された目的

この法人は､ 専門士業､ 学者､ 識者の協力をもとに一般市民および会員が社会生

活における法律､ 行政､ 税務等の専門的諸問題を自主的・積極的に防止又は解決す

るため､ 一般市民および会員に対し必要な協力および支援を行い､ もって社会的規

範意識の高揚と平穏な社会生活の維持に貢献することを目的とする｡

福岡県告示第1759号

土地改良法 (昭和24年法律第195号) 第48条第１項の規定に基づき､ 次のように土地

改良区の土地改良事業計画の変更を認可したので､ 同条第11項の規定により公告する｡

平成20年10月29日

福岡県知事 麻 生 渡

福岡県告示第1760号

平成20年度一般会計補正予算及び特別会計補正予算は､ 平成20年９月第７回福岡県議

会定例会において次のように議決されたので､ 地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第219

条第２項の規定により公表する｡

平成20年10月29日

福岡県知事 麻 生 渡
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公告

福岡県が発注する物品の調達について､ 次のとおり一般競争入札に付します｡

平成20年10月29日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 調達内容

� 調達物品の名称及び数量

フラットファイル (A４版 1.5cm幅 印刷有り) 43,000冊

フラットファイル (A４版 3.0cm幅 印刷有り) 8,700冊

フラットファイル (A４版 6.0cm幅 印刷有り) 4,000冊

� 調達物品の特質等

入札説明書による｡

� 納入期限

契約締結日から平成20年12月19日 (金) までの間

� 納入場所

福岡県警察本部交通企画課及び契約担当者が指定する場所

２ 入札参加資格 (地方自治法施行令 (昭和22年政令第16号) 第167条の５第１項の規

定に基づき定める入札参加資格をいう｡ 以下同じ｡ )

｢福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ､ 不用品の売り払いその他の契約

の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格 (平成19年３月福岡県告

示第711号) ｣ に定める資格を得ている者 (競争入札参加資格者名簿 (物品) 登載者)

３ 入札参加条件 (地方自治法施行令第167条の５の２の規定に基づき定める入札参加

資格をいう｡ 以下同じ｡ )

平成20年11月12日現在において､ 次の条件を満たすこと｡

� ２の入札参加資格を有する者のうち､ 次の等級に格付されている者

� 当該物品を迅速かつ確実に納品できると認められる者

� 納入する物品に係るアフターサービスを納入先の求めに応じて速やかに提供でき

ること｡

� 会社更生法 (平成14年法律第154号) に基づく更生手続開始の申立て又は民事再

生法 (平成11年法律第225号) に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者

� 福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱 (平成14年2月22日13管

達第66号総務部長依命通達) に基づく指名停止 (以下 ｢指名停止｣ という｡ ) 期間

中でない者

� 下記のいずれかの条件を満たす者

ア 福岡県内に本店を有する事業者であること｡

イ 福岡県内に支店又は営業所等を有し､ かつ中小企業であること｡

４ 当該調達契約に関する事務を担当する部局の名称

福岡県警察本部総務部会計課

〒812-8576 福岡市博多区東公園７番７号

電話番号 092－641－4141 内線2233

５ 入札参加申請書の提出

� 入札に参加しようとする者は､ ｢入札参加申請書｣ を提出すること｡

� 提出場所

４の部局とする｡

� 提出期間

平成20年10月29日 (水) から平成20年11月７日 (金) までの県の休日を除く毎日

､ 午前９時00分から午後６時00分まで

� 提出方法

直接または郵便 (書留郵便に限る｡ 提出期間内必着) で行う｡
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公 告

大 分 類 中 分 類 業 種 名 等 級

01 01 文具 ＡＡ､ Ａ

01 02 事務機器 ＡＡ､ Ａ

03 01 軽印刷 ＡＡ､ Ａ

03 02 活版印刷 ＡＡ､ Ａ

03 04 製本 ＡＡ､ Ａ

��



６ 入札参加の確認結果の通知

５の入札参加申請書を提出した者については､ ｢入札参加確認通知書｣ により入札

参加の可否について通知を行うものとする｡

７ 契約条項を示す場所

４の部局とする｡

８ 入札説明書の交付

� 期間等

平成20年10月29日 (水) から平成20年11月７日 (金) までの県の休日を除く毎日

､ 午前９時00分から午後６時00分まで

� 場所

４の部局とする｡

９ 入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

10 入札書の提出場所及び受領期限

� 提出場所

４の部局とする｡

� 受領期限

平成20年11月12日 (水) 午後６時00分

� 提出方法

直接 (ただし､ 県の休日には受領しない｡ ) 又は郵便 (書留郵便に限る｡ 受領期

限内必着) で行う｡

11 開札の場所及び日時

� 場所

福岡県警察本部入札室 (地下１階)

� 日時

平成20年11月13日 (木) 午後１時15分

12 落札者がない場合の措置

開札をした場合において落札者がないときは､ 地方自治法施行令第167条の８第３

項の規定により再度の入札を行う｡ この場合において､ 再度の入札は､ 入札者又はそ

の代理人のすべてが立ち会っている場合にあっては直ちにその場で､ 郵送入札を含む

場合にあっては別に定める日時及び場所において行う｡

13 入札保証金及び契約保証金

� 入札保証金

見積金額 (消費税及び地方消費税５％を含む) の100分の５以上の入札保証金又

はこれに代わる担保を納付又は提供すること｡ ただし､ 次の場合は入札保証金の納

付が免除される｡

ア 県を被保険者とする入札保証保険契約 (見積金額 (消費税及び地方消費税５％

を含む) の100分の５以上を保険金額とするもの) を締結し､ その証書を提出す

る場合

イ 過去２年の間に､ 本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国 (独立行政法人

等を含む｡ ) との同種・同規模の契約を履行 (２件) したことを証明する書面を

提出する場合

� 契約保証金

契約金額の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供す

ること｡

ただし､ 次の場合は契約保証金の納付が免除される｡

ア 県を被保険者とする履行保証保険契約 (契約金額の100分の10以上を保険金額

とするもの) を締結し､ その証書を提出する場合

イ 過去２年の間に､ 本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国 (独立行政法人

等を含む｡ ) との同種・同規模の契約を履行 (２件) したことを証明する書面を

提出する場合

14 入札の無効

次の入札は無効とする｡

なお､ 12により再度の入札を行う場合において､ 当該無効入札をした者は､ これに

加わることができない｡

� 金額の記載がない入札

� 法令又は入札に関する条件に違反している入札

� 同一入札者が二以上の入札をした場合､ 当該入札者のすべての入札
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� 所定の場所及び日時に到達しない入札

� 入札者又はその代理人の記名押印がなく､ 入札者が判明できない入札

� 入札保証金が13の�に規定する金額に達しない入札

� 金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により､ 必要事項を確認できない入札

� 入札参加資格のない者､ 入札参加条件を満たさない者 (開札時点において指名停

止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む｡ ) 及び虚偽の申請を行った者

がした入札

15 落札者の決定方法

� 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者と

する｡

� 落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは､ 直ちに当該入札者に

くじを引かせ､ 落札者を決定するものとする｡ この場合において､ 当該入札者のう

ち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは､ これに代えて当該入

札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする｡

16 その他

� 契約書の作成を要する｡

� 入札に参加する者は､ 参加に当たって知り得た個人情報､ 事業者の情報その他県

の情報 (公知の事実を除く｡ ) を漏らしてはならない｡

� その他詳細は入札説明書による｡

公告

自治労連北九州市病院局パート・嘱託職員労働組合から､ 春闘要求等に関して､ 平成

20年11月10日午前零時以降､ その組合員の従事する次の職場 (北九州市立門司病院､ 北

九州市立医療センター､ 北九州市立八幡病院､ 北九州市立若松病院) の全部において争

議行為を行う旨の通知があったので公表する｡

平成20年10月29日

福岡県知事 麻 生 渡

福岡県公安委員会規則第19号

福岡県放置違反金に係る納付命令､ 督促､ 滞納処分等に関する規則の一部を改正する

規則を制定し､ ここに公布する｡

平成20年10月29日

福岡県公安委員会

福岡県放置違反金に係る納付命令､ 督促､ 滞納処分等に関する規則の一部

を改正する規則

福岡県放置違反金に係る納付命令､ 督促､ 滞納処分等に関する規則 (平成18年福岡県

公安委員会規則第16号) の一部を次のように改正する｡

様式第４号及び様式第７号中 ｢郵便局､ 外国銀行の一部及び漁業協同組合｣ を ｢ゆう

ちょ銀行 (郵便局) ､ 外国銀行の一部及び漁業協同組合の一部｣ に改める｡

附 則

この規則は､ 公布の日から施行する｡

福岡県公安委員会告示第349号

福岡県行政手続条例 (平成８年福岡県条例第１号｡ 以下 ｢行手条例｣ という｡ ) 第37

条第４項第８号の規定に基づき､ 意見公募手続を実施しないで福岡県放置違反金に係る

納付命令､ 督促､ 滞納処分等に関する規則の一部を改正する規則を制定したので､ 行手

条例第41条第５項の規定に基づき告示する｡

平成20年10月29日

福岡県公安委員会

１ 意見公募手続を実施しなかった理由

本規則は､ 財務会計システムによる財務会計事務処理要綱の一部改正について (平

成20年９月１日付け､ 20総セ第10015号) の発出により､ 所要の規定の整備を行うも

のであるが､ 改正の内容は放置違反金の返還及び還付に際しての口座振込が可能な金

融機関店舗が追加されたものであり､ 行手条例第37条第４項第８号に該当するため､

同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものである｡

２ 規則の公布日

平成20年10月29日
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３ 概要等

関連資料については､ 福岡県警察ホームページ (http://www.police.pref.fukuoka.jp/)

に掲載するほか､ 福岡県警察本部交通部駐車対策課に備え置く｡

福岡県公安委員会告示第350号

福岡県行政手続条例 (平成８年福岡県条例第１号｡ 以下 ｢行手条例｣ という｡ ) 第37

条第４項第８号の規定に基づき､ 意見公募手続を実施しないで､ 道路交通法 (昭和35年

法律第105号) に定める運転免許の効力の停止等に対する処分基準の一部改正を行った

ので､ 行手条例第41条第５項の規定に基づき告示する｡

平成20年10月29日

福岡県公安委員会

１ 意見公募手続を実施しなかった理由

本改正は､ 道路交通法施行令 (昭和35年政令第270号) の施行に伴うものであり､

改正の内容が､ 行手条例第37条第４項第８号に規定する､ 他の法令の制定又は廃止に

伴い当然必要とされる規定の整理に該当することから､ 意見公募手続を実施しなかっ

たものである｡

２ 処分基準改正の日

平成20年10月29日

３ 概要等

概要､ 関連資料等については､ 福岡県警察ホームページ (http://www.police.pref.

fukuoka.jp/) に掲載するほか､ 運転免許管理課に備え置く｡

福岡県公安委員会告示第352号

銃砲刀剣類所持等取締法 (昭和33年法律第６号) 第５条の３第１項の規定に基づく猟

銃及び空気銃の所持に関する講習会 (経験者に対する講習会) を次のとおり開催するの

で､ 銃砲刀剣類所持等取締法施行令 (昭和33年政令第33号) 第５条の８第２項の規定に

より告示する｡

平成20年10月29日

福岡県公安委員会

１ 講習の日時､ 場所等

２ 猟銃等講習科目

� 猟銃及び空気銃の所持に関する法令

� 猟銃及び空気銃の使用､ 保管等の取扱い

３ 注意事項

� 講習受講希望者は､ 猟銃等講習会受講申込書２通に所定の事項を記入し､ 写真 (

申込み前６箇月以内に撮影した無帽､ 正面､ 上三分身､ 無背景の縦４センチメート

ル､ 横3.5センチメートルのもの) ２枚を添えて､ 住所地を管轄する警察署に申し

込むこと｡

� 上記申し込みは､ 受講日の１週間前までにすること｡

� 受講申込者は､ 申請の際に手数料3,000円 (福岡県領収証紙) を納付すること｡

� 講習会の当日は､ 筆記用具､ 印鑑及び猟銃等講習通知書並びにテキスト ｢猟銃等

取扱いの知識と実際｣ を必ず持参すること｡

� やむを得ない理由で受講場所を変更したい時は､ 指定受講日の２日前までに住所

地を管轄する警察署に申請の上､ 指定受講月日及び場所の変更承認を受けた者に限

り､ 他警察署の講習会を受講することができる｡

� 講習会に関する問い合わせは､ 住所地を管轄する警察署に対して行うこと｡

公告
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日 時 場 所 講習警察署

平成20年11月19日 (水)
13：30～16：30

久留米市東櫛原町1002番地２
久留米警察署 会議室

久留米警察署

平成20年11月21日 (金)
13：30～16：30

福岡市西区今宿町106番地１
西警察署 会議室

西 警 察 署

平成20年11月21日 (金)
13：30～16：30

田川市平松町３番36号
田川警察署 会議室

田川警察署

平成20年11月28日 (金)
13：30～16：30

北九州市小倉北区城内５番１号
小倉北警察署 武道場

小倉北警察署

雑 報
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平成21年度福岡県農業大学校研修科の研修生を次のように募集する｡

平成20年10月29日

福岡県農業大学校長 山 � 茂 美

１ 募集定員

２ 研修期間

� 研修期間 ６月以上１年以内 (原則として複数年度に渡らないものとする｡ ただ

し､ 校長が適当と認める者に対しては通算１年を限度として､ 次年度に引き続き受

講することができるものとする｡ )

� 研修開始 平成21年４月又は同年８月 (年２回)

３ 応募資格

次の各号のいずれかに該当する者とする｡

� 福岡県内の農業者

� 福岡県内に居住し農業を志す者

� 福岡県内での就農を希望する者

� 福岡県就農計画認定要綱 (平成７年11月２日７農技担第110号) に基づく認定就

農者及びこれに準ずる者

４ 募集日程

� 受付期間

ア 応募期間は､ 平成21年１月５日 (月曜日) から平成21年２月13日 (金曜日) ま

で (午前８時30分から午後５時15分まで) とする｡ ただし､ 県の休日は､ 受付業

務を行わない｡

イ 郵送による応募は､ 必ず配達記録郵便とし､ 平成21年２月13日 (金曜日) まで

の消印のあるものに限り受け付ける｡

� 面接日

平成21年２月27日 (金曜日)

� 研修生の決定

平成21年３月６日 (金曜日)

５ 応募提出書類

所定の技術習得研修受講申込書に､ 次に掲げる書類を添えて福岡県農業大学校に提

出すること｡

� 就農計画書､ 営農計画書､ 研修終了後の就職計画書のうちいずれかの書類

� 健康診断書 (３か月以内に受診したもの)

６ 選考方法及び許可通知

書類審査で研修生候補者を選考し､ 面接を行い研修生を決定する｡ この場合､ 氏名

を福岡県農業大学校に掲示するとともに､ 本人あて文書をもって受講許可通知を行う

｡

７ 研修内容

研修生は､ 野菜又は花きの生産管理及び出荷販売実習を行うとともに､ 次の実習及

び研修等を受けることができる｡

� 養成科が行う他の品目の生産管理実習

� 個別経営計画策定演習

� 講義及び資格取得研修

８ 技術習得研修受講申込書等の請求及び受講に関する問い合わせ先

福岡県農業大学校 (郵便番号818－0004 筑紫野市大字吉木767 電話092－925－

9129) 又は福岡県農林水産部農林水産政策課後継人材育成室 (郵便番号812－8577

福岡市博多区東公園７番７号 電話092－643－3495)

なお､ 技術習得研修受講申込書等は､ 県内各地域の地域農業改良普及センターでも

入手できる｡

福岡北九州高速道路公社公告７号

有料道路に関する工事の一部が完了するので､ 道路整備特別措置法 (昭和31年法律第

７号) 第22条第２項の規定により､ 次のとおり公告する｡

平成20年10月29日

福岡北九州高速道路公社
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コース名 研修生数

野 菜
10名程度

花 き
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理事長 田 中 康 順

１. 路線名

北九州市道 北九州高速１号線

北九州市道 北九州高速２号線

北九州市道 北九州高速４号線

北九州市道 北九州高速５号線

２. 工事の区間

北九州市小倉南区長野二丁目地内から北九州市小倉北区下到津一丁目地内まで

北九州市小倉北区許斐町地内から北九州市戸畑区大字戸畑地内まで

北九州市門司区春日町地内から北九州市八幡西区茶屋の原二丁目地内まで

北九州市八幡東区東田五丁目地内から北九州市八幡東区神山町地内まで

３. 工事の種類

改築工事

４. 工事完了日

平成20年10月31日
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